
【兵庫県灘警察署】駐⾞許可申請について

駐⾞許可申請の要件
注意：駐⾞許可は、⾞両の駐⾞が下記のいずれにも該当する場合に受けることができます。
◎ 駐⾞禁⽌場所での許可（道路交通法第45条第１項）

(1) 駐⾞により交通に危険を⽣じ、⼜は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
(2) 駐⾞に係る⽤務の⽬的を達成するために必要な時間を超えないこと。

(1) 駐⾞禁⽌の規制が実施されている場所（無余地となる場合⼜は放置駐⾞となる
場合にあっては、法第45条第１項各号に掲げる場所を除く。）であること。
(2) 駐⾞により交通に危険を⽣じ、⼜は交通を著しく阻害する場所でないこと。

(1) 当該⾞両以外の交通⼿段（公共交通機関等）では、その⽬的を達成することが
著しく困難と認められる⽤務
(2) ５分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐⾞とならない⽅法によることが
およそ不可能と認められる⽤務
(3) 道路使⽤許可に該当する⾏為を伴わない⽤務貨物 重量貨物⼜は⻑⼤な貨物の
積卸しのため、⽤務先の直近に駐⾞する必要がある⾞両にあっては、当該⽤務先の
直近に路外駐⾞場、路上駐⾞場及び駐⾞が禁⽌されていない道路の部分のいずれも
存在せず、⼜はこれらの利⽤がおよそ不可能と認められること。

時間

場所

⽤務

【申請書類による申請】 ※７⽇以上の⻑期申請等
１．駐⾞許可申請書(様式第14号)

２．⾃動⾞検査証記録事項が記載された書⾯（下記のア⼜はイ）
ア 紙の⾃動⾞検査証の場合

⾃動⾞検査証の写し
イ 電⼦化された⾃動⾞検査証（電⼦⾞検証）の場合

次のいずれかの書⾯
・国⼟交通省が提供する 「⾞検証閲覧アプリ」を利⽤し、ＰＤＦ出⼒して

印刷した「⾃動⾞検査証記録事項」
・国⼟交通省が交付する「⾃動⾞検査証記録事項」の写し

３．申請に係る場所及びその周辺の⾒取図
（建物⼜は施設の名称が判別できるもので、申請に係る場所に印をしたもの ）

４．申請に係る⽤務を疎明する書類
５．申請に係る⽇時及び場所の⼀覧表（⽤務先が複数ある場合に限る
６．受付⽇時・場所

兵庫県灘警察署 ２階交通課窓⼝（交通課交通規制係）
⽉〜⾦曜⽇ 午前９時００分〜午後５時００分まで （電話番号：078‐802‐0110）
※ 詳細等問い合わせについては上記⽇時でお願いします。
※ 以下の場合は受付できませんのでご注意ください。
・⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇、年末年始（１２⽉２９⽇〜１⽉３⽇）
・提出書類の記載内容等に不備がある場合

申請に必要な書類等
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【⼝頭による申請】 ※７⽇未満に限る
１．申請に係る⽇時及び場所の⼀覧（⽤務先が複数ある場合に限る。）
２．⾃動⾞検査証記録事項が記載された書⾯（下記のア⼜はイ）

ア 紙の⾃動⾞検査証の場合
⾃動⾞検査証（写しでも可）

イ 電⼦化された⾃動⾞検査証（電⼦⾞検証）の場合
次のいずれかの書⾯
・国⼟交通省が提供する 「⾞検証閲覧アプリ」を利⽤し、ＰＤＦ出⼒して

印刷した「⾃動⾞検査証記録事項」
・国⼟交通省が交付する「⾃動⾞検査証記録事項」（写しでも可）

３．申請者（運転⼿等）の⾝分証 ※運転免許証等
４．申請時に確認が必要な事項 【申請に係る場所・⽤務】
５．兵庫県灘警察署及び灘警察署管内の交番 ※即⽇発⾏（２４時間対応）

問い合わせ先（平⽇午前９時〜午後５時）
兵庫県灘警察署 交通課交通規制係
電話番号：078‐802‐0110


